
仮使用認定の業務のご案内 

平成２７年６月 8 日 

 

仮使用承認制度について民間活用を図る改正事項を盛り込んだ「建築基準法の一部を改正する

法律」が平成２７年６月１日に施行され、まちづくりセンターも指定確認検査機関の指定内容を

変更し、平成２７年６月８日より仮使用認定の業務を開始しました。 

 

Ⅰ．対象条件 

  ＜新築工事＞ 

   ①建築物本体の工事が完了し、建築物以外の外構工事等のみが完了していない場合 

   ②建築物本体の工事は完了していないが躯体工事及び仮使用する部分の工事が完了して

いる場合 

 

  ＜増改築工事等＞ （基準告示第 247 号第三） 

   ③増築工事で仮使用の認定の申請前に避難施設等に関する工事（仮使用の部分に係るもの

に限る。）を完了している場合 

   ④増築工事で増築に係る部分以外の部分に係る避難施設等に関する工事を含まない場合 

   ⑤建築物の改築（一部の改築を除く。）の工事 

   ⑥建築物が開口部のない自立した構造の壁で区画されている場合における当該区画され

た部分の改築（一部の改築を除く。）の工事 

 

Ⅱ．仮使用認定通知書交付までの流れ 

  

             ・建築確認取得後に工事着手 

  

             ＜事前相談＞ 

・まちづくりセンターへの申請の可否（基準告示第 247 号第三） 

             ・安全上、防火上又は避難上講ずる措置（基準告示第 247 号第一） 

             ・必要となる書類・図面（提出書類・図面一覧参照） 

             ・消防設備（検査）の有無（必要に応じ消防部局と協議） 

              

・所定の申請様式及び必要添付書類・図面を『２部』提出 

             ・『現場検査』の実施（消防設備がある場合は消防の検査の実施） 

              

             ・仮使用認定通知書の交付 

              ※複数回の仮使用がある場合は、新たに仮使用認定申請を提出 

              

             ・完了検査の申請及び検査の実施 

             ・完了検査済証の交付 
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